
東桜島小学校 服装のガイドライン 

 
男子 女子 

基本 
東桜島小学校の児童は，一年を通じて登下校および学校での諸活動を標準服で行うことを基本と

します。また，体育の授業等においては体育服を着用する。登下校時は防犯ブザーの携帯を推進する。 

夏服 

（５～９月） 

標準服（本校指定） 

 〇 開襟シャツ（白） 

儀式・行事等以外ポロシャツ（白）可 

 〇 半ズボン（灰）・ベルト（黒・紺） 

 〇 靴下は白・黒・紺のソックスとし，華美になら

ないようにする。 

 ※ ネームは個人情報保護の観点から，着用し

ない。 

標準服（本校指定） 

 〇 ブラウス（白色） 

儀式・行事等以外ポロシャツ（白）可 

 〇 スカート（灰色） 

あとは男子と同様 

冬服 

（１１～４月） 

標準服（本校指定） 

 〇 ブレザー（紺） 

 〇 カッターシャツ（白） 

   儀式・行事等以外ポロシャツ（白）可 

 〇 半ズボン（紺）・ベルト（黒・紺） 

〇 靴下（白・黒・紺） 

 ※ ネームは個人情報保護の観点から，着用し

ない。 

標準服（本校指定） 

 〇 ブレザー（紺） 

 〇 ブラウス（白） 

   儀式・行事等以外ポロシャツ（白）可 

 〇 スカート（紺） 

 あとは男子と同様 

・低温時はセーター・ベスト・トレーナー等を上着内に着用し対処する。（色は黒・紺・茶） 

※フード付きのものは危険防止のため着用禁止とする。 

・低温や体調不良時はジャージ・タイツ等の長ズボン（色は黒・紺・茶）や使い捨てカイロを保護者判断で着用・使用可。 

・手袋，ネックウォーマー，マフラー，カイロは登下校時に限り着用してもよい。 

・体育服の下に、長袖のヒートテック等は着用しない。 

中間服 

（４～５月・１０月）  

冬服の上着を取った状態を中間服とする。 

体育服 
・本校指定の体育服とする。 

低温時は上着等をつけてよい。 

帽子 
・本校指定の体育帽子（白）を着用する。 

・登下校時はヘルメット（黄）を着用する。 

靴 

・運動靴を使用する。 

・上履きは男女とも色は問わず，市販のものを使用する。 

・体育館では体育館シューズを使用する。（本校指定品の使用を推奨する） 

・雨天時は長靴等を保護者判断で使用してよい。 

頭髪 
・頭髪や服装は華美にならないようにする。長い髪はヘアピン・ヘアゴム等で束ねることを基本とする。

（色は黒・紺・茶） 

〇 転入児童は順次服装を揃えることとする。（サイズが合わなくなり次第新しい服を購入し，本校の服装に合わせて

いく。） 

〇 本ガイドラインは状況に応じて弾力的に運用する。 


